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California　have　recently 　experienced 　varieus 　disasters　i皿cluding 　number 　of 　earthquakeS
，
　floods

，
　and 　fire　storms 　and

continued 　effbrts 　tO　improve［heir　emergeney 　respense　systetns．　Tho 日u山or　visi贍d　Federa1　Emergency　Manageme1臆
AgenCy　in　Washington

，　D．　C．，　and 　Othoe　of　Eme 【gency　Scrvioes，　State　ef 　Californ置a　to　und 贓 and 　how 跏 y　p巳面 m

emergency 匸csponses 　and　rolief　fbr　disastcr　vic 重ims．　This　pap巳r　in！τoduces 　how　each 　organiza匡ion　work 正br　eme   e皿cy

managem   1跏 d　disaster　relief 　and 　cgmp 日res　the　differen【systems 　in　Catifornia　and 三n　Japa臓．
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1．は じめ に

　カ リフ ォルニ ア 州は近年、地震・洪水・延焼火災を含む様々

な災害を経験して 緊急対策シス デム を改善して き た。同州 に

お け る災害緊急射策と被災者救援の し くみを理解す る ために、

連邦政府緊急事態管理庁（FENA）の役割 、 カリフ ォ ルニ ア州緊

急対策室｛OES）と緊急事態管理標準シス テム （S剛 S）に関する資

料収集 と聞 き取り調 査を行 っ た。こ れ を紹介し、日本の シ ス

テム との 違 い を考え る．

2 ．FEMAの 緊急対応 と救擾の しくみ

2 ．1　 FEMAの 役割

　連邦緊急事態管理庁 （Federal　 Emergency 　 Management

Agency： 以下 FEMA（フ ィ
ー

マ ））は アメ リカ 合衆国連邦政府

の 中で，緊急計画．事前準備 と防災対策．緊急対策 と復旧を

司る 最 も重要な部局で あ り、大統領の 特別指令 により且979年

に股立 された 。 州政府 ， 地域自治体と連携をはかりなが ら、

FEMAは緊急計画の 予算を措置し、技術的な指導を行 う 1，。

　連邦火 災局 とそ の 配下の 消防研 究所 は FEMAの 部局 と して、

防火 対策を担 当す る。連邦保険局 もFEMAに属 し、全米洪水保

険 と犯 罪保険を 司 る。緊急対 策研修所で は 国 の 緊急対策官を

対 象 に専門研修コ ース を提供す る。

　FEMAの 仕事 には重大な 自然災 害 と人 為災害へ の 緊急対策 と

復興，緊急対策計画．洪水危険地域の 利用計圃、危険物質の

対 策計画 、ダム 安 全 ．多 重 危 機対 応 計画 な どが含 まれ る
1）。

FEMAはワ シ ン トンの 本部 と全米 10 の 地域事務所 に 2，500人
の 常動職員を擁し， ホ ワイ トハ ウス に 直接 、 報告進言す る 。

FEMAが扱 う大統領 の 災害復興基金は、重大な災害に 対 して 交

付され る 連邦政府の 復 旧 資金の 主 要部を占める。そ の ig96年

度予算は 8億 2．？00万 ドル に 達 した。

　災害 に 対する 最初 の 緊急対応 は地域自治体の 仕事 で あ り、

近隣の 自治体、州政府、ボ ラ ンテ ィ ア組織 の 援助を 受けて 実

施 され る。重 大災害発生 の 場合、州知事 の嬰賄が あれ ば　 FEMA
を介 して連邦政府の 対策資源 を起動 し．捜索救助、電 力対策、

食料 ・水 ・避難所等の 基本生存要請に対 する支援を行う S］。

　地域自治体と州政府の 予算に大きな負荷が加わる の は災害

後の 長 期復興 フェ
ーズで あ る。公的施設、イ ン フ ラ ス トラ ク

チ ャ
ーはしばしば保険がかかっ てお らず、大都市の 財政 さえ

も圧倒して しまう。知事の 激甚災害宣言要請は連邦政府資金

の導入を意味する が、これは州政府が自らの基金と資源も費

やして復興に責任を持つ こ とを条件とする。

　巨大災害として は ハ リケーン、地震、洪水、トル ネード、火
災に よ るも のが考え られる。災害は 州政府や地域自治体だけ

で対策で き る規模を超える 必要が あ る 。 激甚災害宣言が発表

され る と大 統領の 災害援助 給付金か ら対策資金が支出 され．
FE撚 が その 運用 を 司 る。宜言に よ り長期復興計爾が始動 し 、

州の 予算で補わ れ る。そ の 計画 は災 害の被災者．企 業、公共

組織 の支援を 目的 とする。

　緊急宣言は小 規模災 害に限られ ，連邦政 府によ る 長期復興

計画を実施しな い 。連邦政府の 資金援助 は特定の 緊急ニ
ーズ

に応 じ，災害防止 対策に利用 され る 。 大統領の激甚災害宜言

は 日本の激甚災害適用に 、 緊急宣言は 日本の 災害救助法適用

に ほぼ咳当する。

　激甚災害の対策過程は次の ス テ ッ プを辿る 。

1｝地域自治体の 対応

2） 州 の 人的、物的資源を用 い た 緊急対 策

3 ） 地域自治体．州、連邦政府，ボ ラ ンテ ィ ア 組織に よ る被

　　害評価

4 ）州知事 による激甚災害宜言の 要請

5 ）FEMAに よる認価 とホワイ トハ ウス へ の 提言

6 ）大統領の 激甚災害宣言またはFEMAによる 申請却下

2 ．2　 災害支援プロ グラ ム

　災害支援プ ロ グラム に は 大別 して 個別支援と公共施設支援

の 2 つ が ある o 。

1 ） 個別支援 ：　住宅被害、個別 企業の被害、個 人資 産 被害

に対する援助。激 甚 災害宣言 の後す ぐに復興職員が被災地 で

事務所を開き、要請に応 じて 災害申請セ ン ターを開設す る。
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　 被災者はこ の セ ンターで 調査員に面接して 個別の被災状況を

　 脱明し、援助を申請す る。災害援助申請用の無料電話 も， 必

　 ず開設さ れ る 。 個別 （個人へ の ）支援 に は次がある。

　 ・
災害応急住宅 ： 住まい が被災 ・倒壊した場合、自治体の

　 財源を用い て 18 ヶ 月まで提供される。緊急修理援助も これ

　 に 含まれる。地域の ア パ ート、ホ テル の空室で 充足 で きない

　 場合に限っ て モービル ホ
ー

ムが用い られる。

　
・
低金利 災害融資 ： SSA （Small　 Business　Administration，

　 中小企 藁管理局）に よ る 持家厨、借家層へ の融資で 、住宅の補

　 修．建て 替え，自動車、家財の 取 得等 に用 い られ る。

　 ・災害給付金 ：　 災 害 融 資の 返済不能の 場合、数千 ドルか ら

　 最大12，600ドル まで の 給付金が 与え られ る 。 給付金は災害 に

　 関連する必須の ニ
ーズ に答 え，必要な支出をまかな うも ので、

　他 のプロ グラム で 給付されな い もの に限る。

　 ・他の災害支援プ ロ グラ ム ：　 緊急時カ ウン セ リン グ、災害

　 関連失業給付、法律支援、所得税支援など。

　　被災 者 が申請 した後．被災家屋 は調査 され 、 申請が認可さ

　れ ると被災者は す ぐに、借家借室援助金または個別給付金を

　受 け取る。災害融資を受ける に は迫加情報を要し、数週間の

　日数が かかる 。 救援プ ロ グラム へ の 申請は宣言か ら 60 日以

　 内で あ る 。

　　後日、災害援助が法律 に適合する者 に のみ支給されたこ と、

　 援助 の 妥 当性 に つ い て 会計検査が行われ る。連邦政府 の 災害

　給付 プロ グ ラム は、他 の 援助、例えば保険な ど と二 重 に給付

　 で き な い。

　　激甚災害の 後、FEMAはすべ て の 被災 者 に災害支援 プ ロ グラ

　 ムの 情報を与え，被災者が給付に応募する よ う努める 。マ ス

　 コ ミ各社は災害申請セ ン ターを 肪れ て 救援プロ グラム と無料

，電謡に関して 取材する こ とが 奨励 され る。

　 2） 公共施設支援 ： イ ンフ ラ 、 公共施設の 補修 と瓦礫処理

　 に対 す る援助

　　被災イ ンフ ラ の 復興経費の 75X を連邦政府が負担する d 瓦

　礫処理 、 公的施設 の 補修、公立学校へ の支援等が 含まれる 。被

　災 者 と公的団体 は 復興 す る に あ た っ て将来 の 災害に対する 生

　命 財産 の 危険を 避ける よ う求め られ る 。 例 とし て 、 洪水常襲

　地帯か ら住まい を移す こ と，建物を耐 震 ・耐風補 強す る こ と、

　地 域 自治体
・
州政府 ・連邦 政府 によ り適 切 な条例，法律を施

　行する こ とな どが 挙げられる。

　　FEHAは災害救援 の 他に 防災関連の研究プロ ジ ェ クトや被害

　予 測手法の 開発を行 っ て い る。地震被害予測 シ ス テ ム の

　 HAZUS　s’ena そ の 例で ある。

3 ．カリフォ ル ニ ア州の 災書緊急対応シス テ 厶

3 ，1　 緊急対策室の活動目的

　カ リ フ ォ ル ニ ア州 政府 に は 防災担当部局 と して 知事室直属

の 緊急対策室 （GoyerRor，sOffice 　of　Emergency　Services：

以下OES）が設置されて い る。　OESの 任務 は、様々 な危機 に対

す る長期的低減対策 、 事前の準備，緊急対応、緊急支援 と復

1日対策の 5 つ の フ ェ イ ズか ら成り、カ リフ ォ ル ニ ア緊急対策

法 （California　Emergency　Services　Act　 t），州憲法．合衆

国にお ける 自治権限と責任 の 伝統 に よ り規定さ れ て い る。

　OESの 担 当す る 役割 と して 下記 が あ る 。

A．緊急 対 策支 援 プロ グ ラ ム ： 技術と経験 を有す る緊急対策

専門官 を州政府及 び地域自治体で雇 用 で き る よ う、給与 を補

助す る。

B．有害物質プロ グラ ム ： 地域 にお ける 有轡物質の 危険を除
去 また は低減する 。 有害物質とは健康や環境 に害を及 ぼす物

質すべ て で ある 。 地域社会、住民の 意識を高め るた め に ワ
ー

クシ ョ ッ プ，パ ン フ レッ ト、視聴覚教材をつ くる。担当者は

企業社会や各種の政府機関と共同で防災啓蒙と事前計画にあ

たる 。

C．地震対策プロ グラム ： カリフ ォル ニ ア住民が地震対策を

とる よう、支援す る こ とが使命で ある。地震の 危険と共存す

る 方法に つ い て．啓蒙資料、ワ
ー

クシ ョ ッ プ、 研修プロ グラ

ム を作る。手段と し ては、 1 ）建築法規や基準を変更し、建
物 の耐震性 を高め る こ と、2 ）企業、学校、自治体、一

般市

民が 財産被害 を減らし，適切 な行動を と り、必要物資を手元

に準備 してお くなど対 策 を と る、が挙 げ られ る 。

D．放射性物 質へ の 対策 ： 市、郡や他の 州政府機関が、放射

性物質の 翰送と廃棄 に関わ る事故 に 対 して 適切 な対 策 が とれ

る よ う支援す る 。 原子力発電所プロ グ ラム は原発 の 緊急対策

趾画 と市民教育プロ グラム を支援す る。

3．2 背景

　OESとSEMSの背景 に つ いて 以下に述べ る 9，
。 カリフォ ルニ

ア州は人口 3，5eo万 人 を擁し 、 半自治的で州の代理を果たす
58 の 郡と、 450 以上の 自治体か ら成る 。 州憲法は、土地

利用と開発を規制 し．公共の安全をはか る権限と責任は地域
自治体 に婦属する こ と を規定 して い る。カ リフ ォ ル ニ ア緊急
対策法の規定に よ り、 OESは各自治体が防災、事齣準備、緊

急対応等にわ た る活動能力を高め一貫性を有するべ く支援す

る。
“
Lecal　home　rule

’
（地元主義）の 法則 により、州の 役

割は災害前 に 自治体を導き補佐 す る こ と，災害最中及 び災害
後に あっ て は資源を自治体に提供する こ とに限定され る 。 州

兵軍の 人員や装備な ど州 の 資源 を動員する場 合 も，こ れ らの

機関は地域自治体の 指揮下 に入 る。こ の 原則 は連邦政府、た

とえ ば合衆国地質調査所、森林局，干拓土地利用局，軍隊な

どの 人的物的資源を動員す る場合も あて は ま る。つ ま 0、
”
Le一

副 home　rule
”
の 肝要点は、災害の規模 によらず地域自治体

の 担 当官が 緊急対応の 責任を有する ことに ある 。

　OESで は カ リフ ォ ルニ ア州を南地方 〔SOIIthern、 ロ サ ンゼル

ス、サ ンデ ィ エ ゴ等 を含む）．沿岸地方（Coastat．サ ンフ ラン

シス コ 湾地域 を含む ）、内陸地 地方 （lnland　region，サ ク ラ メ

ン ト等を含む）の 3 つ に分け、各地 方に緊急対策セ ン ターを置

い て い る （図 1 》。筆者 は ロ ス ・ア ラ ミ トス の 米軍基地の一
角

に位置する 南カリフ ォ ル ニ アセ ン ターを 尋ね た （写 真 1−2）。

3．3 事前防災対策

　事前防災の 対象と して、次 の 3つ が重要で あ る。
A．地域自治体 ： 緊急対 策計画 立案 を支援、訓練を支援ま た

は提 供、防災訓練に 参加、緊急対応ソ フ トウェ ア （RIMS： Lo−

tus　notes ）、衛星通信 シ ス テ ム （0ASlS）の 修得を援助す る

B．市民 組織 ：　学校、病院．高齢 者 介謹 施 設、心 身障害者、
コ ミ ュ ニ テ ィ 組 織、中小 企業、保育施設 の 対 策支 韻。文献 1e−

13）は各組織 ・施設 を対象と した防災対策パ ン フ レ ッ トや ガ

イ ドブ ッ クの例で ある 。

C．一
般住民 ：　啓蒙資料 ， 地震啓蒙月間、冬季気象キ ャ ン

ペ ーン
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図 1　 カ リフ ォ ル ニ ア 州緊急対策室 （OES》の 地域区 分 （WIYrv

ペ
ージ より》

3 ，4 緊急事態管理標準 シ ス テム

A．　Standardized　Emergency　 Management　System　（SEMS）：

SEMSはカ リフ ォ ル ニ ア にお け る複含行政区域 の複合機関が 鬨

わる緊急事態 に対処する こ とを目的に 、州法8607〔a ）が 定める

シ ステ ムで ある。 SEMSは州 の 緊急対策 システ ム の 各階層で の

対応に 組織的 フ レーム ワーク と 指針を与え る。組織 レベ ル と

し て は 1，現場対応 （field　 response ）、2。地域自治体 （local

govern 皿ent ）．3．近 隣地 域 （operational 　 area ），4．地方

（tegion ）、5。州 （state ）の 階層があ る。

　現場対応 レベ ル で は．適切な責任機関の 指揮 の もと、危機

状況に対 して 人的物的資源を投入 して 対策に あたる。SEMSの

規則は ICS （事案指揮シス テム ） の利用 を義務づけて い る。

　事態が大きくなれば．地域自治体レベ ル （市，郡、特別区）

が当該自治体内にお ける 危機管理対応 、 復旧対策を統括、調

整す る。危機対応 に 関わ る 人員経費の 支給を自治体が 州か ら

受け るた め には、SEMSの 利用が条件で ある 。 地域対応 レベ ル

は 州 の 緊 急対策の うえで 中間 に 位置 し、郡 とそ れ に 含 まれ る

区域を意味する c 地域 レベ ル で は 自治体間 の 情報、資源、優

先順位を扱 い調 整 する。ま た こ の レベ ル が自治体 レベ ル と地

方 レベ ル を 仲介 し調 整 する 。

　 地方レベ ル は地域問の 情報．資源を扱 い 鯛整する。また こ

の レベ ル が地域 レベ ル と州 レベ ル を仲介し調整する 。 州 レベ

ル は州 の資源 を制御 し．地 方 レベ ル と州 の レベ ル を仲介調整

す る。また州 と連邦 政府 の調 整 ・情報交換 を計る ．

B．基本要 素 ：

・Incident　Command　System （ICS） ：事案指揮 シス テ ム は消

防対 塔の 現場 にお い て、直接 に緊急事案に対処する ために開

発 され た。

・複数機関共働 シス テム ： SEMSの どの レベ ル において も複

数機関や 専門領域の 参加は、重 嬰資源の 共同利用，事案の優

先順位付けを含め、全体として の 緊急対応活動に お ける 意志

決定を支援する協調努力による。
・相互 支援協定 ；1950年に 結ばれ た の が最初で ある 。 協定の

下、所与の緊急事態に対 して 地区の 対策資源で は不十分と

な っ た場合、市 ・郡 ・州は共同かつ 自発的に、活動 ・資源 ・

施設を当該自治体 に提供す る。成文化され た相互支援計画と

対策手順が火災，救助，治安維持 の分野 で 確立 して い る。
。近隣地域 （Operational　 Area） の 対策資源利用 ： 近隣地

域 とは SEMSに規定す る 5つ の組織 レベ ル の うち、 郡と郡の下

にあ るすべ て の行政区 域の こ とで ある。

・近隣地域衛星通信 シス テ ム （Operational　Area　Satellite
Informatjon　System： OASIS）： 衛星通信 シス テム は高周波

無線 をバ ッ ク ア ッ プとする。各郡 の地域は通信シ ステム に よ

り、州，連邦政府、地区 の 関連機関 と結ばれ て い る ，

4．　 日本の 緊急 体制 との 比 較

　被災者の 救援 ： FEM によ る 災害申謂 セ ン タ
ー
が無料電饐

によ る申し込みを受け付け．電話だ けで災害救援金を被災者

に給付す る こ とは驚きで ある。FEMAによる救援を被災者の権

利と見なし，被災者を客（Cllstomer）として扱 っ て い る。また

住宅を失っ た披災者が地域 の賃貸住宅、ホテ ル の空室を 借 り

る場合に、賃貸料を速 や かに 補助す る対策 も合理的で ある ．

日本の災害救助法で避難所生活が長引き 、 仮殺住宅も満足に

は ほ ど遠く、 さらに仮設住宅が 2 − 3年で用済み となり役に

立たなくなるの とは対照的で ある．

　Local　 home　 ruie ： 危機管理 にあた っ て、地元自治体の 指

揮権が 最上位 にあ り、応援 にか けつ ける 他の 自治体、郡の 資 ．
源、州 や 連邦政 府 の 組 織 は こ の指揮権 の 下 に入 る、と い う 自

治の 考 え方 は ア メ リカ流 の 自己 決 定権、自治権 の 思想に よる

もの だろ う。日本の 場 合、消防組織 ・警察組織等で は地 元 の

指揮下 に入 る とい う原則 が確立 して い る が、自衛隊の 災害支

援活動は独自の シス テム で 動い て い るの で は な い か。一方、

阪神・
淡路大震災の よ うに災害が 自治体の手 に 負えな い ほ ど

激甚な 場合 ， 地元自治体の指揮下 に とい う原則 は う ま く機能

しな い こ とが懸念される 。

　標準危機対応 シ ス テ ム の 普及 ： 緊急事態対応に 関す る 人

員費用の 支給を州か ら受ける 条件とな っ て お り，事実上 カ リ

フ ォルニ ア州 の 全自治体 に義務づ け られ て いる．被害報告 の

書式．通信の フ ォ
ーマ ッ ト．緊急事態管理手 法な どが広 く普

及 して い る PC ソ フ トウェ ア の Lotus　 Notesを ベ ー
ス に 開発

されて い る。危機管理 に関す る用齬，基準，手順等を基準化

す る ことによ り、複数の 自治体 ・組織 にま たが る 緊急対応の

際 に、明 確な指示 系統 と協鯛的な対応 を保障 して い る。日本

の 場合には．緊急管理 に関する用語．基準、手 順等が 自治体

によ っ て まちまちで あり、支援 の 人員はすぐに は戦力とは な

れ な い の で はない か 。

　 一方で、カ リフ ォ ル ニ ア 州の 緊急事態管理標準シ ス テ ム は、

自治体職員 の 多数が 被災者とな っ た阪神 ・淡路大震災の よ う

な災害で有効性を 試され た実 績 はな い 。真の 激甚災害に お い

て は当該自治体 の 揖揮が難し くな る こ と も想定してお く必要

があろ う 。 阪神 に比べ れ ば ノ
ー

ス リッ ジ地霞も 中程度 の災害

とい え る 。
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　 1994 年 ノー
ス リッ ジ地震の緊急対策と復興へ の 動きに

お け る PEMAの 働き が文献 膊［に詳 しい 。 同じ地震の現地調査報
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